
 

（別紙） 

平成 13 年７月５日付課法３－57 ほか 11 課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に欄に掲げるように改正する。 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

法人設立届出書の記載要領等 
 

 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの

届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 

１ 提出部数及び添付書類 

 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 

 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 

② 設立の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 
 
 
 
 
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の

様式によってください。） 

氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係

          円  

 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 

 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 

 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 

 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 

 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 

 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている営業年度等を記載してください。 

 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本の金額又は出資金額を記載してください。 

 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本の金額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す

る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が１千万円以上である法人は、

基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定の適用

はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 

なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課

税売上高により納税義務の有無を判定します。 

このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の

課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選

択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば

消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記

載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 

  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には

「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人

の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４

である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又

は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「合併等期日」欄には、「設立の形態」が２又は３である場合に、それぞれ形態に応じて次に記載した日を記載してくだ

さい。 

設  立  の  形  態 合  併  等  期  日  

合併により設立した法人である場合 合併契約書において合併期日として定めた日 

新設分割により設立した法人である場合 分割計画書において分割期日として定めた日 

 (11) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の

８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場

合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (12) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。

 (13) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 

 (14) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (15) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

 (16) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 

      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 

 (17) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

 (18) 「※」欄は、記入しないでください。  

法人設立届出書の記載要領等 
 

 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの

届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 

１ 提出部数及び添付書類等 

 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 

 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）及び（発行年月日：

年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合には、登記事項証明書（履歴事項全部証明

書）又は登記簿謄本の添付は不要です。  
また、当該照会番号を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）して e－Tax によりこの届出書

をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要があります。）。  
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の

様式によってください。） 

氏   名 住    所 株数又は 

口  数 
金   額  役職名及び当該法人の役員 

又は、他の株主等との関係

 

          円  

 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 

 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 

 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 

 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 

 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 

 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 

 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 

 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す

る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法

人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定

の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 

なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課

税売上高により納税義務の有無を判定します。 

このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の

課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選

択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば

消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記

載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 

  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には

「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人

の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４

である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又

は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「合併等期日」欄には、「設立の形態」が２又は３である場合に、それぞれ形態に応じて次に記載した日を記載してくだ

さい。 

設  立  の  形  態 合  併  等  期  日  

合併により設立した法人である場合 合併契約書において合併期日として定めた日 

新設分割により設立した法人である場合 分割計画書において分割期日として定めた日 

 (11) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の

８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場

合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (12) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。

 (13) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 

 (14) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

 (15) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

 (16) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 

      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 

 (17) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。

 (18) 「※」欄は、記入しないでください。  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

異動届出書の記載要領等 

 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人を含む。）が事業年度等の変更、

納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による

営業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長

に届け出るときに使用してください。 

 (注) 会社の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の

届出は必要ありません。 

２ この届出書は次の提出先にそれぞれ 1 通（調査課所管法人にあっては 2 通）提出してください。 

 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 

 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 

② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 

 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 

   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 

３ この届出書は、次の書類を添付してください。 

 (1) 届出の事項が登記を要するものである場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明

書)又は登記簿謄本若しくは抄本 

 (2) 事業年度の変更等で定款、寄付行為、規則又は規約の変更等を要するものである場合は、その写し 

 (3) 会社の合併を行った場合には、合併契約書の写し 

 (4) 会社の分割を行った場合には、分割計画書又は分割契約書の写し 

 (5) その他参考となる書類 

４ 各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地（本店又は主た

る事務所の所在地）」、「代表者氏名」、及び「代表者住所」を記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法

人名」、「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人

となる法人）の□にレ印を付してください。 

② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は

連結親法人となる法人）の□にレ印を付してください。    

 (3) 会社の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 

  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合の記載事項 

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

本店又は主たる 

事務所の所在地 

(連結子法人) 

  

△△△ □□□ ○○

 

14・ ○ ・ ○ 

  ロ 合併等の場合の記載事項       

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日 

吸 収 合 併 

(連結子法人) 

 吸収合併により連結子 

法人△△が□□を合併 

（合併期日） 

1 4 ・ ○ ・ ○ 

   なお、連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係

等を有しなくなった旨を記載した書類」の提出が必要です。 

 (4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 

 (5) 「添付書類」欄には、この届出書に添付した書類の該当番号を○で囲んでください。 

   また、ここに記載していない書類を添付した場合は、その書類の名称を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

異動内容を記載 

議事録等を

決定した日

異動事項等の該当する法人

の親・子の関係を記載 

合併の内容

を簡記する 合併契約書において合併期日と

定めた日を記載する。 

異動届出書の記載要領等 

 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人を含む。）が事業年度等の変更、

納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による

事業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長

に届け出るときに使用してください。 

 (注) 会社の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の

届出は必要ありません。 

２ この届出書は次の提出先にそれぞれ 1 通（調査課所管法人にあっては 2 通）提出してください。 

 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 

 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 

② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 

 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 

   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 

３ この届出書は、次の書類を添付してください。 

 (1) 届出の事項が登記を要するものである場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明

書)又は登記簿謄本若しくは抄本 

 (2) 事業年度の変更等で定款、寄付行為、規則又は規約の変更等を要するものである場合は、その写し 

 (3) 会社の合併を行った場合には、合併契約書の写し 

 (4) 会社の分割を行った場合には、分割計画書又は分割契約書の写し 

 (5) その他参考となる書類 

４ 各欄は、次により記載してください。 

 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人名」、「納税地（本店又は主た

る事務所の所在地）」、「代表者氏名」、及び「代表者住所」を記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法

人名」、「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人

となる法人）の□にレ印を付してください。 

② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は

連結親法人となる法人）の□にレ印を付してください。    

 (3) 会社の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 

  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合の記載事項 

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

本店又は主たる 

事務所の所在地 

(連結子法人) 

  

△△△ □□□ ○○ 

 

1 4・ ○ ・ ○ 

  ロ 合併等の場合の記載事項       

異 動 事 項 等 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日 

吸 収 合 併 

(連結子法人) 

 吸収合併により連結子 

法人△△が□□を合併 

（合併期日） 

1 4 ・ ○ ・ ○ 

   なお、連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係

等を有しなくなった旨を記載した書類」の提出が必要です。 

 (4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 

 (5) 「添付書類」欄には、この届出書に添付した書類の該当番号を○で囲んでください。 

   また、ここに記載していない書類を添付した場合は、その書類の名称を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

異動内容を記載 

議事録等を

決定した日

異動事項等の該当する法人

の親・子の関係を記載 

合併の内容

を簡記する 合併契約書において合併期日と

定めた日を記載する。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 



 

 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
  
 
 
 

 
 （新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 ＊ 法 人 番 号 ＊

業 種 番 号 ＊
事 業 年 度
（ 至 ）

氏　名

部・課

役職名

電　話

②　上場している場合の市場名

④　加入組合等

金額（百万円） 構成割合

工場 店舗 営業所 その他 海外

0

科目

区分

当 期

前 期

前 年 対 比

就任年月

売上 仕入 固定資産 経費

会社事業概況書 （総括表）

　外国法人全体の事業等　　 　国内において行う事業等

応
答
者

①　事業の内容

国内 海外

合 計

　　未上場の場合、株主又は株式
所有異動の有無（１ 有、2 無）

③　関与税理士等

売上総利益

⑤　売上構成比

品名又は事業部等

所得金額営業利益 経常利益

所有株数（千株）

⑩　消費税関係

経理方法（1税込、2税抜）

※前期と比較して著しい変化がある場合は、その主な理由を簡記してください。

そ の 他
支店等

⑥　子会社及び支店等数

子会社

氏　　　　　名 役職名

役職名

⑦　当期の業績の概要（単位：百万円）

法 人 名

売上高 売上原価 当期利益

代表取締役

⑧　主要役員の状況
⑨従業員数

人　　



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 ＊ 法人番号 ＊

業種番号 ＊
事業年度
（ 至 ）

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

法人名 資本金

所在地 事業種目

％ ％

直接

会社事業概況書 （子会社の状況）

法 人 名

出資割合等 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接

出資割合等 直接 間接



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 ＊ 法 人 番 号 ＊

業 種 番 号 ＊
事業年度

（至）

①　システムの形態（該当するシステムに○をしてください。） 氏　名

部・課

役職名

電　話

区分 台数 導入年月

ホスト（ｻｰﾊﾞｰ）

Ｄ/Ｂサーバ

パソコン

専用端末機

項目

区分
データの
保存期間

データの
保存期間

財務会計

管理会計

購買監理

販売管理

（　　　　　　）

（　　　　　　）

④　システム関連部門（委託会社）の状況

項目　

　区分 自社 委託 派遣

システム開発

システム運用

システム監査

国内接続先 海外接続先

送信文書 受信文書

磁気媒体等 紙

主要商品名

委託等の状況

⑪　電子決裁データの保存期間

⑫　ネット販売取扱商品（1 デジタルコンテンツ、2 金融商品、3 物品等）

⑧　電子メールの利用業務（1 業務連絡、2 受発注、3 その他） その他（　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　）⑩　電子決裁の利用業務（１ 稟議、2 営業報告、3 その他）

⑨　電子決済の利用業務（1 売上、2 仕入、3 材料、4 経費、5 その他）

⑦　電子メールデータの保存期間

法 人 名

応
答
者

ホームページアドレス

自社従業員数

⑤　ネットワークの接続先件数

⑬　ＥＵＣ(1 有、2 無）

⑭　ＥＤＩ取引(1 有、2 無）

⑥　電子メールの取扱規定(1 有、2 無）

設置場所ＯＳ

ホスト・端末型システム

ｸﾗｲｱﾝﾄ/ｻｰﾊﾞｰ型システム

バッチ型システム

②　システムにおける機器の構成状況

パッケージソフト名

パソコン処理（スタンドアロン）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

③　適用業務

会社事業概況書 （コンピュータ処理の概要）

使用プログラム等
（１自社開発、２市販ソフト）

システムの導入（コンピュータ利用） ＥＲＰシステムの導入

メーカー・機器名

担当部門又は委託会社の名称及び所在地



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

部 門 番 号 ＊ 法 人 番 号 ＊

業 種 番 号 ＊ 事 業 年 度 （ 至 ）

法 人 名

項目
取引形態

支払

受取

支払

受取

支払

受取

支払

受取

取得

譲渡

取得

譲渡

③　貿易外取引

利 息

為 替 予 約

証 券 の 売 買

不 動 産 の 売 買

そ の 他

④　外国為替取引

項目

取引形態

会社事業概況書 （海外取引等の概要）

①　外国子会社数等について

応 答 者

部 ・ 課

外国子会社のうち100％子会社数 役 職 名社

　社（うち　　　　　社）

②　貿易取引等

特 定 外 国 子 会 社 数
（ う ち 、 100 ％ 子 会 社 数 ） 氏 名

海 外 工 事 現 場 を
保 有 し て い る 事 業 所 数 電 話番号所

  

主な取引先

輸　　　出

輸　　　入

海外工事

その他

先 物

そ の 他

対 象 通 貨1個別、2包括

⑤　オフバランス取引 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

ス ワ ッ プ

オ プ シ ョ ン

手 数 料

ロ イ ヤ リ テ ィ ー

役 務 の 提 供

主な取扱品目等取引金額（億円）

主な取引先、国名
取引金額
（百万円）

  

  

  

  

  



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 （新 設） 

 

会社事業概況書の記載要領等 

 
 この会社事業概況書は、法人税法施行規則（以下「法規」といいます。）第 35 条第 4 項、第 37 条の 12 第 5 号、第 37

条の 17 第 4号、第 61 条第 1 項及び第 61 条第 2項第 2号に規定する「事業等の概況に関する書類」として、法人が調査査

察部等の所掌事務の範囲を定める省令（昭和二十四年六月一日大蔵省令第四十九号）に規定する調査課所管法人の場合に

使用してください。 

 なお、記載する内容は、記載要領に説明のない限り、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度末時点に

ついて記載してください。 

 

 当該会社事業概況書は、「総括表」、「子会社の状況」、「コンピュータ処理の概要」及び「海外取引等の概要」について次

により記載します。 

１ 【総括表】 

 (1) 法人が、法人税法（以下「法」といいます。）第 2条第 4項に規定する外国法人の場合には、「外国法人全体の事業

等」及び「国内において行う事業等」それぞれについて記載が必要となります。このため、「□ 外国法人全体の事業

等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付して記載してください。 

   なお、法人が、法第 2条第 3項に規定する内国法人の場合には、法人が行う事業等について記載してください。（「□

外国法人全体の事業等」及び「□ 国内において行う事業等」のいずれかの□にレ印を付す必要はありません。） 

 (2) 「① 事業の内容」欄は、営む事業の内容を記載してください。 

 (3) 「② 上場している場合の市場名」欄は、法人が上場している場合の市場名を記載してください。また、「未上場の

場合、株主又は株式所有異動の有無（1 有、2 無）」欄は、法人が未上場の場合で、添付する確定申告書等の事業年度

期間内に株主又は株式所有異動があった場合には「１」を、異動がなかった場合には「２」を記載してください。

 (4) 「③ 関与税理士等」欄は、税理士、公認会計士等の氏名を記載してください。 

 (5) 「④ 加入組合等」欄は、主な加入組合、団体等及び役職名を記載してください。 

 (6) 「⑤ 売上構成比」の「品名又は事業部等」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間内

において売上高の多い順に記載してください。「合計」欄は、「⑦ 当期の業績の概要」の「当期 売上高」欄に合致

します。 

   ※「当期」とは、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間をいいます。（以下同じです。） 

 (7) 「⑥ 子会社及び支店等数」の「子会社」欄は、直接、間接を問わず出資割合又は議決権所有割合（以下、「出資割

合等」といいます。）が 50％超の子会社について、子会社の所在地により国内及び海外それぞれに分けてその総数を

記載してください。 

「支店等数」欄は、所在地が国内の「工場」、「店舗」、「営業所（支店を含む）」、「その他（出張所、駐在員事務所、

倉庫等）」について、それぞれの欄に分けてその総数を記載し、支店等（支店等とは、「工場、店舗、営業所、支店、

出張所、駐在員事務所、倉庫等」をいいます。以下同じです。）の所在地が海外の場合にはその総数を「海外」欄に

記載してください。 

 (8) 「⑦ 当期の業績の概要」欄は、前期（当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の前事業年度期間をいいます。）

と比較して著しい変化がある場合には、その主な理由についても簡記してください。 

 (9) 「⑧ 主要役員の状況」欄は、代表取締役以外の役員については、就任期間の長い役員から順に記載してください。

 (10)「⑨ 従業員数」欄は、役員を除く従業員数を記載してください。なお、使用人兼務役員は従業員数に含めてくだ

さい。 

(11)「⑩ 消費税関係」欄は、消費税の経理処理の方法について、税込みの場合は「１」を、税抜きの場合は「２」を

各項目の欄に記載してください。 

  なお、「外国法人全体の事業等」について記載する場合には、「⑩ 消費税関係」欄については記載する必要はあり

ません。 

 

２ 【子会社の状況】 

 (1) 直接、間接及び国内、国外を問わず出資割合等が 50％超の子会社について記載してください。 

   ただし、法人が別表十七(三)「国外関連者に関する明細書」を提出している場合には、当該明細書に記載のある子

会社については、省略しても構いません。 

 (2) 当該「子会社の状況」の項目を含む既存の資料がある場合には、当該「子会社の状況」に代えて提出しても構いま

せん。その場合、出資割合等が 50％超でない子会社が含まれていても構いません。 

 (3)「資本金」の欄は、当該子会社が内国子会社の場合には、百万円単位で記載し、外国子会社の場合には、当該外国子

会社の現地通貨略号と資本金額（千現地通貨単位）を記載してください。 

 (4)「事業種目」の欄は、当該子会社が現実に営んでいる業種について簡記してください。 

 (5)「出資割合等」の「間接」欄は、掛け算方式で算出した割合を記載してください。 

    （例）     Ａ 社     

             ↓ 80％出資 

            Ｂ 社              80％×70％＝56％ 

             ↓ 70％出資          この場合、Ａ社のＣ社に対する出資割合等は、 

            Ｃ 社              間接出資 56％となります。 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 

 

 

 

 
 （新 設） 

 

３ 【コンピュータ処理の概要】 

(1) 「① システムの形態」欄は、該当する形態の欄に「○」を記載してください。 

  「その他」に「○」を記載した場合には、その具体的な形態を「（   ）」に記載してください。 

(2) 「② システムにおける機器の構成状況」欄は、次により記載してください。 

イ 「メ－カ－・機器名」欄は、区分ごとの機器の製造会社名、機器の名称を記載してください。 

ロ 「ＯＳ」欄は、該当するソフトのバ－ジョン名まで記載してください。 

(3) 「③ 適用業務」欄は、次により記載してください。 

イ 「システムの導入（コンピュータの利用）」欄は、利用がある場合には適用業務ごとに、「１ 自社開発」か

「２ 市販ソフト」かいずれかの番号を記載し、「１ 自社開発」の場合には、主なトランザクションファイル名

を「２ 市販ソフト」の場合には、市販ソフト名を記載してください。 

  適用業務のうち区分欄に記載のない業務（例えば在庫管理、原価管理、人事給与など）がある場合は（ ）内に

記載してください。 

ロ 「ERP システムの導入」欄は、利用がある場合には適用業務ごとに、使用パッケージソフト名及びメーカー名を

記載してください。 

ハ 「データ保存期間」欄には、「○ヶ月」又は「○年」と記載してください。 

 (4) 「④ システム関連部門（委託会社）の状況」の各欄は、次により記載してください。 

イ 「委託等の状況」欄は、該当する□にレ印を付してください。 

ロ 「担当部門又は委託会社の名称及び所在地」欄は、システム開発、運用及び監査をそれぞれ自社で行っている場

合には担当部門名を記載し、委託又は派遣によっている場合には該当区分別に委託会社又は派遣会社の名称及び所

在地を記載してください。 

 (5) 「⑤ ネットワークの接続先件数」欄は、法人が利用している LAN や WAN などに接続している親会社、子会社、

支店、営業所等の数を接続先の所在地により国内及び海外に分けて記載してください。 

 (6) 「⑥ 電子メールの取扱規定」、「⑬ EUC」及び「⑭ EDI 取引」の各欄は、該当番号を記載してください。 

 (7) 「⑦ 電子メールデータの保存期間」及び「⑪ 電子決裁データの保存期間」欄には、それぞれの項目について

「○ヶ月」又は「○年」と記載してください。 

 (8) 「⑧ 電子メールの利用業務」、「⑨ 電子決済の利用業務」及び「⑩ 電子決裁の利用業務」欄は、該当番号を

記載のうえ、「その他」に該当する場合には、その内容を「その他（   ）」に簡記してください。 

 (9) 「⑫ ネット販売取扱商品」欄は、該当番号を記載のうえ、主要商品名を記載してください。 

(10) 用語の意味 

 イ 「ERP(Enterprise Resource Planning)システム」 

   企業活動（生産・販売・財務会計など）に必要な経営資源の有効活用の観点から統合的に管理するシステムです。

 ロ 「EUC（End User Computing）」 

   企業内で、コンピュータシステムを利用して現場で実際に業務を行う者（エンドユーザ）が、自らシステムの構

築や運用・管理に携わることです。 

 ハ 「EDI(Electronic Data Interchange)取引」 

   商取引に関する情報を企業間で電子的に交換する仕組みです。 

   専用回線を使用する取引のほかインターネットを利用した電子データ交換があります。 

 

４  【海外取引等の概要】 

 (1) 「① 外国子会社数等について」の各欄は、次により記載します。 

イ 「外国子会社のうち 100％子会社数」欄は、外国子会社のうち出資割合等が 100％の外国子会社の総数を記載し

てください。 

ロ 「特定外国子会社数（うち、100％子会社数）」欄は、租税特別措置法第 66 条の６第 1 項に規定する特定外国子

会社等に該当する子会社の総数とそのうち出資割合等が 100％の子会社に該当する総数をそれぞれ記載してくださ

い。 

ハ 「海外工事現場を保有している事業所数」欄は、海外に所在する支店等が海外工事現場を保有している場合には、

その総数を記載してください。 

 (2) 「② 貿易取引等」の各欄は、次により記載します。 

  イ 「取引金額（億円）」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間に行った取引の総額を

それぞれの取引形態の欄に記載してください。 

  ロ 「取引形態」の「輸出」及び「輸入」欄は、直接貿易を行っているものについて記載し、商社等との間で行う間

接的な貿易については記載を要しません。 

  ハ 「主な取扱品目等」欄は、主要な取扱品目等を、2,3 種類、例えば、「電子計算機、原油」のように具体的に記載

し、「海外工事」については具体的なプロジェクトの名称を記載してください。 

ニ 「主な取引先国等」欄は、取引金額の多いところから 3 ヵ国程度記載してください。 

 (3) 「③ 貿易外取引」の各欄は、次により記載します。なお、法人が別表十七(三)「国外関連者に関する明細書」を

提出している場合には、当該明細書に記載のある取引については、省略しても構いません。また、所定の項目以外の

取引がある場合には、「その他」欄に記載してください。 

  イ 「取引金額（百万円）」欄は、当該会社事業概況書を添付する確定申告書等の事業年度期間に行った取引の総額

をそれぞれの取引形態の欄に記載してください。 

  ロ 「主な取引先、国名」欄は、取引先 2,3 社とそれぞれの国名を記載してください。 

 (4) 「④ 外国為替取引」の「為替予約」欄は、該当番号を記載し、「対象通貨」欄に該当通貨を記載してください。

 (5) 「⑤ オフバランス取引」欄は、取引がある場合には、その内容を記載してください。 

 

５ 【その他】 

 「＊」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
 
 
   （廃 止） 

 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

申告期限の延長の特例の申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、法人税法第 75 条の２又

は第 81 条の 24 の規定により、 
  ① 会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しないため、今

後、事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出
できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ② 連結子法人が多数に上ること、その他これに類する理由により連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法
人税の額の計算を了することができないため、今後、連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の連
結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ③ 特別の事情により事業年度終了の日の翌日から３月以内に定時総会が招集されないこと、その他やむを得な
い事情により決算が確定しないため、今後、申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある法
人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとする場合 

  ④ 特別の事情により連結事業年度終了の日の翌日から４月以内に連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算を了することができないこと、その他やむを得ない事情があるため、今後申告期限までに法人税
の連結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとす
る場合 

に使用してください。 
   なお、これらの規定は、清算中の法人には適用がありません。 
 
 ２ この申請書の提出期限は、次の区分によりそれぞれ掲げる期限までに納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 
① 確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで 
② 連結確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 
 

 
(注) この申請書により連結確定申告書の提出期限の延長が認められると、この提出期限が連結子法人の個

別帰属額等の届出書の提出期限となります。 

 

 
 ３ 各欄は、次により記載します。 
  
  (1) 申請本文の                         には、いずれか該当する□にレ印を付 
 

してください。 
  (2) 「申告期限延長期間」欄には、申請の内容に応じていずれか該当する□にレ印を付してください。 

なお、確定申告書にあっては２月以上、連結確定申告書にあっては３月以上の月数の指定を受けようとす
る場合には、申告期限の延長の指定を受けようとする月数を「その月数（   ）」の（   ）内に記載してく
ださい。 

  (3) 「確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限まで（指定を受けようとする場合には事業年度終了の日
の翌日から３月以内又は連結事業年度終了の日の翌日から４月以内）に決算が確定しない、又は各連結事業
年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」欄には、
その理由を簡明に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
 
 ４ この申告期限の延長の特例が認められた場合には、延長された期間について利子税を納付する必要があります。 
 

 

 

 
(注)１ 法人税法第 81 条の 24 の規定による連結確定申告書の提出期限の延長が認められるには、同法第

75 条の２の規定による確定申告書の提出期限の延長が認められていた法人も改めて連結確定申告書
に係る「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があることにご注意ください。 

２ この申請書により法人税の確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長が認められた場合で
も、消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことにご注意ください。 

 
（追 加） 

 

□ 事 業 年 度 か ら 法 人 税 の 確 定 申 告 書  
□ 連結事業年度から法人税の連結確定申告書 

申告期限の延長の特例の申請書の記載要領等 
 
 １ この申請書は、内国法人が法人税法第 75 条の２の規定により、又は連結親法人が法人税法第 81 条の 24 の規

定により、 
  ① 会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しないため、今

後、事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出
できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ② 連結子法人が多数に上ること、その他これに類する理由により連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法
人税の額の計算を了することができないため、今後、連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に法人税の連
結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合 

  ③ 特別の事情により事業年度終了の日の翌日から３月以内に定時総会が招集されないこと、その他やむを得な
い事情により決算が確定しないため、今後、申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある法
人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとする場合 

  ④ 特別の事情により連結事業年度終了の日の翌日から４月以内に連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算を了することができないこと、その他やむを得ない事情があるため、今後申告期限までに法人税
の連結確定申告書を提出できない常況にある法人が、申告期限について延長期間の月数の指定を受けようとす
る場合 

に使用してください。 
   なお、これらの規定は、清算中の法人には適用がありません。 
 
 ２ この申請書の提出期限は、次の区分によりそれぞれ掲げる期限までに納税地の所轄税務署長に１通（調査課所

管法人にあっては２通）提出してください。 
① 確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで 
② 連結確定申告書の延長特例……最初に適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から 45 日以内 
 
(削 除) 
 
 
 

３ 各欄は、次により記載します。 
  
  (1) 申請本文の                         には、いずれか該当する□にレ印を付
 

してください。 
  (2) 「申告期限延長期間」欄には、申請の内容に応じていずれか該当する□にレ印を付してください。 

なお、確定申告書にあっては２月以上、連結確定申告書にあっては３月以上の月数の指定を受けようとす
る場合には、申告期限の延長の指定を受けようとする月数を「その月数（   ）」の（   ）内に記載してく
ださい。 

  (3) 「確定申告書若しくは連結確定申告書の提出期限まで（指定を受けようとする場合には事業年度終了の日
の翌日から３月以内又は連結事業年度終了の日の翌日から４月以内）に決算が確定しない、又は各連結事業
年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」欄には、
その理由を簡明に記載してください。 

  (4) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

  (5) 「※」欄は、記載しないでください。 
 
 ４ この申告期限の延長の特例が認められた場合には、延長された期間について利子税を納付する必要があります。
 

 

 
(注)１ 法人税法第 81 条の 24 の規定による連結確定申告書の提出期限の延長が認められるには、同法第

75 条の２の規定による確定申告書の提出期限の延長が認められていた法人も改めて連結確定申告書
に係る「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があることにご注意ください。 

２ この申請書により法人税の確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長が認められた場合で
も、消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことにご注意ください。 

３ 連結納税の承認申請中において提出された、連結事業年度を対象とした法人税法第 75 条の２の規
定による確定申告書の申告期限の延長の特例の申請書は、連結納税が承認された場合、無効なものと
なります。 

  このため、連結グループから離脱した際に、法人税法第 75 条の２に規定する確定申告書の提出期
限の延長の特例を受けようとする場合は、法律の定める日までに改めて申請書を提出する必要がある
ことにご注意ください。 

４ 連結確定申告書又は個別帰属額等の届出書を提出する法人は、法人税法第 75 条の２の規定による
申請書を提出することができないことにご注意ください。 

５ この申請により連結確定申告書の提出期限の延長の特例が認められると、その提出期限が連結子法
人の個別帰属額等の届出書の提出期限となります。 

 

□ 事 業 年 度 か ら 法 人 税 の 確 定 申 告 書  
□ 連結事業年度から法人税の連結確定申告書 


